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（
規
則
第
七
二
号
）

１　

指
導
第
一
課
、
指
導
第
二
課
、
指
導
第
三
課
、
指
導
第
四
課
及
び
授
産
課
の
分
掌
事
務

を
見
直
す
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
の
名
称
を
自
立
支
援
第
一
課
、
自
立
支
援
第
二
課
、

生
活
支
援
第
一
課
、
生
活
支
援
第
二
課
及
び
生
産
活
動
支
援
課
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
二
条
及
び
第
四
条
関
係
）

２　

佐
賀
コ
ロ
ニ
ー
の
利
用
定
員
を
一
九
〇
人
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
九
条
関
係
）

３　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

４　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
	
（
規
則
第
七
三
号
）

１　

県
が
公
金
を
支
出
す
る
場
合
、
指
定
金
融
機
関
等
に
対
し
て
、
資
金
決
済
通
知
書
を
送

付
し
、
資
金
決
済
済
書
を
受
領
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
六
四
条
、
第
六
六
条
、
第
六
七
条
、

　

佐
賀
県
立
佐
賀
コ
ロ
ニ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　
　
　

佐
賀
県
立
佐
賀
コ
ロ
ニ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
立
佐
賀
コ
ロ
ニ
ー
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
佐
賀
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　

「
指
導
第
一
課　
　
　

「
自
立
支
援
第
一
課

　
　
　
　
　
　

指
導
第
二
課　
　
　
　

自
立
支
援
第
二
課

　

第
二
条
中　

指
導
第
三
課　

を　
　

生
活
支
援
第
一
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　

指
導
第
四
課　
　
　
　

生
活
支
援
第
二
課

　
　
　
　
　
　

授
産
課　
　

」　
　
　

生
産
活
動
支
援
課
」

　

第
四
条
の
管
理
課
の
分
掌
事
務
の
第
五
号
及
び
第
七
号
中
「
入
所
者
」
を
「
利
用
者
」
に

改
め
、
同
課
の
分
掌
事
務
の
第
八
号
中
「
入
所
者
の
観
察
及
び
相
談
」
を
「
利
用
者
の
相

談
」
に
改
め
、
同
条
の
指
導
第
一
課
の
分
掌
事
務
及
び
同
課
の
課
名
、
指
導
第
二
課
の
分
掌

事
務
及
び
同
課
の
課
名
、
指
導
第
三
課
の
分
掌
事
務
及
び
同
課
の
課
名
、
指
導
第
四
課
の
分

掌
事
務
及
び
同
課
の
課
名
並
び
に
授
産
課
の
分
掌
事
務
及
び
同
課
の
課
名
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

　
　

自
立
支
援
第
一
課

様
式
第
五
三
号
の
二
及
び
様
式
第
五
三
号
の
三
関
係
）

２　

歳
入
歳
出
外
現
金
の
税
金
の
中
に
地
方
法
人
特
別
税
の
区
分
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
一
三
三
条
関
係
）

３　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

４　

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
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一　

軽
度
の
利
用
者
の
生
活
介
護
及
び
施
設
入
所
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

二　

軽
度
の
利
用
者
の
地
域
移
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

自
立
支
援
第
二
課

　

一　

中
度
の
利
用
者
の
生
活
介
護
及
び
施
設
入
所
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

中
度
の
利
用
者
の
地
域
移
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

生
活
支
援
第
一
課

　

一　

重
度
の
利
用
者
の
生
活
介
護
及
び
施
設
入
所
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

重
度
の
利
用
者
の
地
域
移
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

生
活
支
援
第
二
課

　

一　

最
重
度
の
利
用
者
の
生
活
介
護
及
び
施
設
入
所
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

最
重
度
の
利
用
者
の
地
域
移
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

生
産
活
動
支
援
課

　

一　

利
用
者
の
生
産
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

利
用
者
の
地
域
移
行
に
必
要
な
作
業
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

他
課
職
員
の
生
産
活
動
支
援
に
お
け
る
技
術
的
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
条
第
一
項
第
四
号
中
「
援
護
」
を
「
支
援
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
利
用
定
員
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
入
所
定
員
」
を
「
利
用
定

員
」
に
、
「
二
百
六
十
人
」
を
「
百
九
十
人
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
の
見
出
し
を
「
（
利
用
者
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
に
入
所
で
き
る
」
を
「
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
、
「
入
所
を
」
を
「
利
用
を
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
十
二
条
第
五
号
中
「
又
は
指
定
旧
法
施
設
支
援
」
及
び
「
又
は
入
所
者
」
を
削
る
。

　

第
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
利
用
者
台
帳
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
入
所
者
台
帳
（
様
式

第
三
号
）
」
を
「
利
用
者
台
帳
（
様
式
第
二
号
）
」
に
、
「
記
載
し
」
を
「
記
載
し
、
」
に

改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「短

期
入
所

」
を
「生

活
介
護
支
援
・
施
設
入
所
支
援
・
短
期
入
所

」

に
、

「

有
・
無

生
活
訓
練
等
の

有
無

利
用
期
間

申　込　内　容

理
　
　
由

送
迎
時
間

夕
食
　
　
　
回

昼
食
　
　
　
回

朝
食
　
　
　
回

食
事
回
数

緊
急
連
絡
先

備
　
　
　
考

�
を

�

緊
急
連
絡
先

備
　
　
　
考

に

　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
時
　
　
分
か
ら

　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
時
　
　
分
ま
で

利
用
予
定
期
間

夕
食
　
　
　
回

昼
食
　
　
　
回

朝
食
　
　
　
回

食
事
回
数

�
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佐
賀
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　
　
　

佐
賀
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
財
務
規
則
（
平
成
四
年
佐
賀
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
日
分
の
支
払
済
合
計
額
を
記
載
し
た
資
金
決
済
通
知
書

（
様
式
第
五
十
三
号
の
二
）
を
取
引
店
に
送
付
し
、
取
引
店
か
ら
資
金
決
済
済
書
（
様
式

第
五
十
三
号
の
三
）
を
受
領
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
六
十
六
条
第
三
項
中
「
支
払
日
当
日
に
、
支
払
依
頼
合
計
額
を
券
面
金
額
と
し
、
取
引

店
を
受
取
人
と
し
た
小
切
手
及
び
小
切
手
振
出
済
通
知
書
」
を
「
支
払
依
頼
合
計
額
を
記
載

し
た
資
金
決
済
通
知
書
」
に
、「
交
付
」
を
「
送
付
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
取
引
店
の

現
金
取
扱
済
日
付
印
を
押
し
た
小
切
手
振
出
済
通
知
書
」
を
「
資
金
決
済
済
書
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
七
条
第
三
項
中
「
券
面
金
額
と
し
、
取
引
店
を
受
取
人
と
し
た
小
切
手
及
び
小
切

手
振
出
済
通
知
書
」
を
「
記
載
し
た
資
金
決
済
通
知
書
」
に
、「
交
付
」
を
「
送
付
」
に
、

「
取
引
店
の
現
金
取
扱
済
日
付
印
を
押
し
た
小
切
手
振
出
済
通
知
書
」
を
「
資
金
決
済
済
書
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
券
面
金
額
と
し
て
取
引
店
を
受
取
人
と
し
た
小
切
手
及
び
小
切

手
振
出
済
通
知
書
」
を
「
記
載
し
た
資
金
決
済
通
知
書
」
に
、「
交
付
」
を
「
送
付
」
に
改
め

る
。

　

第
百
三
十
三
条
の
表
の
一
歳
入
歳
出
外
現
金
の
三
税
金
の
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、

第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

地
方
法
人
特
別
税

　

様
式
第
五
十
三
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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公
金
事
務
取
扱
要
領
（
平
成
四
年
佐
賀
県
告
示
第
二
百
二
十
六
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

　

第
十
一
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４　

取
引
店
は
、
会
計
管
理
者
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
直
接
払
に
係
る
支
払
済

合
計
額
を
記
載
し
た
資
金
決
済
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
決
済
し
、
会

計
管
理
者
に
資
金
決
済
済
書
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
四
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

取
引
店
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
送
金
の
依
頼
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
、
会
計
管
理

者
か
ら
資
金
決
済
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
決
済
し
、
会
計
管
理
者
に

資
金
決
済
済
書
を
送
付
す
る
と
と
も
に
、
依
頼
書
等
に
基
づ
い
て
口
座
振
替
に
つ
い
て
は

送
金
し
、
県
費
送
金
に
つ
い
て
は
送
金
の
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
四
条
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５　

取
引
店
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
取
引
店
又
は
緊
急
支
払
店
が
支
払
依
頼
を
受
け
た
も

の
に
つ
い
て
会
計
管
理
者
か
ら
資
金
決
済
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
決

済
し
、
会
計
管
理
者
に
資
金
決
済
済
書
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
（
平
成
十
三
年
佐
賀
県
告
示
第
百
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

　

三
の
表
中

「

」　

「

大
川
信
用
金
庫

佐
賀
県
内
の
全
て
の
店

舗

県
公
金
の
収
納
事
務

を

株
式
会
社
商
工
組
合
中

央
金
庫

大
川
信
用
金
庫

佐
賀
県
内
の
全
て
の
店

舗

〃

県
公
金
の
収
納
事
務

〃

に
、

商
工
組
合
中
央
金
庫

佐
賀
東
信
用
組
合

〃〃

〃〃

を

佐
賀
東
信
用
組
合

〃

〃

に
改
め
る
。
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福

祉
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佐
賀
県
立
佐
賀
コ
ロ
ニ
ー　
　
　

　

佐
賀
県
立
佐
賀
コ
ロ
ニ
ー
の
援
護
の
業
務
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
週
休
日
等
に
関
す
る

規
程
（
平
成
元
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

佐
賀
県
立
佐
賀
コ
ロ
ニ
ー
の
支
援
の
業
務
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
週
休
日

　
　
　

等
に
関
す
る
規
程

　

第
一
条
中
「
援
護
」
を
「
支
援
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
一
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ＤＥ

十
六
時

零
時
四
十
五
分

翌
日
の
零
時
四
十
五
分

九
時
三
十
分
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